
 

令和 3 年 10 月 13 日(水) 14 時から、南地区コミュニティ 

センター2 階講堂において市政懇談会が開催され、当自治協 

議会が提出した二つの課題について、佐世保市側から市とし 

ての考え方が示されました。 

今回は、コロナ禍の中、当自治協は参加者を各部会の役員等

までに限定し、市役所側も限定された人数での懇談会となりま

したが、提出課題２件以外についても活発な意見交換がなされ

大変有意義な会となりました。 

 

 

 

 

内容については、 
次の通りです。 

【課題 1】河川の整備について 

 (南地区からの要望)  地域全般、草木が伸びてきてその除去に苦慮している中、

特に、大宮町３組から大和町へ流れる河川の、川底から延びる草木等の除

去について、また、他の地区も、危険を伴う河川の草木の除去や舗装整備

についても要望に応じて対応して頂きたい。 

 (市の対応策） 大宮町３組河川の川底の草木等の除去はすでに済ませてあり、

以後草木が生えて来ないようにする為の工法を含め、今後の処置について

説明。 

市政懇談会 『おじゃましま～す！市長です』 

朝長市長 

小野会長 
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【課題 2】児童生徒の安全な通学について 

(南地区からの要望)  南地区管内の小学校の登下校の危険個所について、安全  

対策をお願いする。 

(市の対応策）  グリーンベルトや、ポストコーンの設置、車の速度を落とす 

工夫、時間帯で進入禁止にするなど、場所に合わせた処置で、学校側と 

協議しながら安全対策に努める。今年度は５年に一度の交通安全調査の 

年であり、デジタル技術も使いながら改善していきたいと説明。 

 

 

   

 

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

       

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

コロナの影響が及ばないことを願っています‼ 

事
前
調
査 


